
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

の

完

了

○

〃

〃

担

当

課

（

室

）

○

〃

〃

目

次

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

○

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

の

委

員

長

及

び

委

員

選

挙

管

理

委

員

会

【

告

示

】

○

廃

物

と

認

定

す

る

こ

と

が

困

難

な

放

置

自

転

車

財

産

活

用

課

長

職

務

代

理

者

の

住

所

及

び

氏

名

の

処

分

○

特

定

施

設

の

設

置

許

可

申

請

環

境

管

理

課

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

の

更

新

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

の

辞

退

○

知

事

指

定

薬

物

の

指

定

の

失

効

医

薬

安

全

課

○

指

定

居

宅

介

護

支

援

事

業

者

の

指

定

長

寿

社

会

課

○

土

地

収

用

法

に

基

づ

く

事

業

の

認

定

監

理

課

○

港

湾

隣

接

地

域

の

指

定

に

つ

い

て

の

公

聴

会

の

港

湾

課

開

催

【

公

告

】

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

定

款

変

更

の

認

証

の

県

民

生

活

交

通

課

申

請

○

基

本

測

量

の

終

了

監

理

課

○

公

共

測

量

の

実

施

〃

○

二

級

建

築

士

の

免

許

の

取

消

し

建

築

指

導

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

〃

岡

山

県

公

報
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◎
岡
山
県
告
示
第
一
号

岡
山
県
快
適
な
環
境
の
確
保
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
岡
山
県
条
例
第
七
十
四
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う

）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
物
と
認
定
す
る
こ
と
が
困
難
な
放
置
自
転
車

。

の
処
分
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

放
置
自
転
車
の
車
輪
の
大
き
さ
及
び
フ
レ
ー
ム
の
色
、
数
量
並
び
に
自
転
車
防
犯
登
録
番
号
標
等

車
輪
の
大
き
さ
及
び
フ
レ
ー
ム
の
色

数
量

自
転
車
防
犯
登
録
番
号
標
等

二
六
イ
ン
チ

銀

一
台

Ｌ
Ｆ
Ｋ
Ｏ
一
六
三
四

二
六
イ
ン
チ

緑

一
台

岡
山
西
Ｆ
三
二
二
四
六

二
六
イ
ン
チ

銀

一
台

岡
山
西
Ｈ
〇
三
五
六
八

二
六
イ
ン
チ

銀

一
台

Ｇ
Ｆ
一
Ｌ
四
一
六
七
一

二
〇
イ
ン
チ

白

一
台

Ａ
七
Ｌ
二
二
一
二
一

二
六
イ
ン
チ

橙

一
台

Ｋ
一
一
〇
六
二
三
三
〇
五

二
六
イ
ン
チ

銀

一
台

岡
山
中
央
Ｈ
四
五
八
七
三

二
六
イ
ン
チ

銀

一
台

倉
敷
Ｄ
七
七
七
〇
〇

二
六
イ
ン
チ

赤

一
台

岡
山
南
Ｈ
五
九
九
一
〇

二
六
イ
ン
チ

紫

一
台

Ｓ
Ｉ
Ａ
七
八
四
七
八

二
七
イ
ン
チ

紺

一
台

岡
山
中
央
Ｈ
七
四
九
二
三

二
六
イ
ン
チ

白

一
台

岡
山
東
Ｃ
〇
六
五
四
二

二
六
イ
ン
チ

青

一
台

岡
山
南
Ｃ
八
二
六
九
五

二
七
イ
ン
チ

銀

一
台

岡
山
南
Ｈ
〇
六
七
五
四

二
七
イ
ン
チ

銀

一
台

岡
山
南
Ｃ
五
四
七
四
九

二
六
イ
ン
チ

桃

一
台

Ｌ
Ｇ
Ｄ
三
六
二
七
五

二
六
イ
ン
チ

橙

一
台

Ｉ
Ｃ
〇
六
〇
七
六
八
Ｂ

二

条
例
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日
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三

放
置
さ
れ
て
い
る
場
所

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号
（
県
庁
外
来
駐
輪
場
）

四

こ
の
告
示
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
場
合
は
、
一
の
放
置
自
転
車
を
処
分
す

る
。

五

担
当
部
課
名
及
び
連
絡
先

岡
山
県
総
務
部
財
産
活
用
課
庁
舎
管
理
班

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

電
話
番
号

〇
八
六

二
二
六

七
二
三
四

－
－
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◎
岡
山
県
告
示
第
二
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
申
請
の
あ
っ
た
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ

く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
申
請
の
概
要

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

(
1
)

っ

名
称

岡
山
中
尾
フ

ル
タ

工
業
株
式
会
社

ィ
ー

4
3
3

住
所

小
田
郡
矢
掛
町
西
川
面

氏
名

代
表
取
締
役
社
長

難
波

利
明

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

(
2
)名

称
岡
山
中
尾
フ

ル
タ

工
業
株
式
会
社
笠
岡
工
場

ィ
ー

所
在
地

笠
岡
市
茂
平

－
２

1
7
2
9
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(3) 特定施設に関する事項

区 分 新 設

種 類 19－リ 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供するのり抜き施設（Ｎｏ．３）

能 力 40ｍ／分

工 事 着 手 予 定 年 月 日 平成29年３月１日

工 事 完 成 予 定 年 月 日 平成29年３月20日

使 用 開 始 予 定 年 月 日 平成29年３月21日

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続９時間
の概要

使用時において 施 設 名 プレウエッタ槽 Ｏ－ボックス槽 バイブロ水洗槽 オープン水洗槽
当該特定施設か
ら排出される汚 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
水等の汚染状態
の通常の値及び 水 量（㎥／日） 27 43 27 43 同左
最大の値並びに
当該汚水等の通 ｐ Ｈ 6.3 7.8 6.8 7.4 6.9 7.4
常の量及び最大

 の量 ＢＯＤ（mg／Ｌ） 700 1,000 110 140 10 12

150 190 14 16ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 700 1,000
同左

23 30 7 12Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 30 40

油 分（㎎／Ｌ） 30 40 17 22 1以下 1以下

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 15 20 5 7 1 2

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 4 10 2 4 0.1 0.2

備考 種類は，水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第１の号番号及び名称とする。
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区 分 廃 止

種 類 19－リ 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供するのり抜き施設（Ｎｏ．２）

能 力 40ｍ／分

工 事 着 手 予 定 年 月 日 －

工 事 完 成 予 定 年 月 日 －

使 用 開 始 予 定 年 月 日 －

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続９時間
の概要

使用時において 施 設 名 プレウエッタ槽 Ｏ－ボックス槽 バイブロ水洗槽 オープン水洗槽
当該特定施設か
ら排出される汚 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
水等の汚染状態
の通常の値及び 水 量（㎥／日） 51 82 51 82 同左
最大の値並びに
当該汚水等の通 ｐ Ｈ 6.3 7.8 6.8 7.4 6.9 7.4
常の量及び最大

 の量 ＢＯＤ（mg／Ｌ） 700 1,000 110 140 10 12

ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 700 1,000
同左

150 190 14 16

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 30 40 23 30 7 12

油 分（㎎／Ｌ） 30 40 17 22 1以下 1以下

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 15 20 5 7 1 2

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 4 10 2 4 0.1 0.2

備考 種類は，水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。
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(4) 汚水等の処理施設に関する事項

区 分 変 更 前 変 更 後

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 排水処理施設Ｎｏ．２ 同左

種 類 及 び 型 式 ユニチカエンジニアリング製ＵＢ－33ＡＳ 同左

構 造 鉄筋コンクリート及び鋼板製 同左

主 要 寸 法 Ｌ21,850ｍｍ×Ｗ5,000ｍｍ×Ｈ5,200ｍｍ 同左

能 力 90㎥／日 同左

処 理 の 方 法 活性汚泥処理及び凝集加圧浮上処理 同左

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 同左

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 同左

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 同左

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続24時間 同左
の概要

使用時における 処 理 前 処 理 後 処 理 前 処 理 後
当該汚水等の処 区 分
理施設による処 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
理前及び処理後
の汚水等の汚染 水 量（㎥／日） 55 88 55 88 31 49 31 49
状態の通常の値
及び最大の値並 ｐ Ｈ 6.9 7.4 7.5 8.2
びに当該汚水等

 の通常の量及び ＢＯＤ（mg／Ｌ） 170 310 10 12
最大の量

 ＣＯＤ（mg／Ｌ） 250 340 15 20

 Ｓ Ｓ（mg／Ｌ） 27 57 8 12 同左

  油 分（mg／Ｌ） 17 37 1以下 1

 Ｔ－Ｎ（mg／Ｌ） 8 10 3.7 7

  Ｔ－Ｐ（mg／Ｌ） 2.5 6 0.6 2
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(5) 排水口に関する事項

排 水 口 番 号 工場排水Ｎｏ．１

変 更 前 変 更 後
区 分

通 常 最 大 通 常 最 大

水 量（㎥／日） 80 128 45 72

ｐ Ｈ 7.5 8.2 7.5 8.0

 ＢＯＤ（mg／Ｌ） 7 12 0.6 1.2

 ＣＯＤ（mg／Ｌ） 10 18 2.5 4.3

 Ｓ Ｓ（mg／Ｌ） 6 10 2 4

 油 分（mg／Ｌ） 1以下 5 1以下 1以下

 Ｔ－Ｎ（mg／Ｌ） 2.5 6.1 0.6 1.0

 Ｔ－Ｐ（mg／Ｌ） 0.41 0.94 0.02 0.03

２ 縦覧の期間及び場所

(1) 期 間 平成29年１月６日から同月27日まで

(2) 場 所 岡山県環境文化部環境管理課及び笠岡市役所
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指

定
し
た
。

平
成
二
十
九
年
一
月
六
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

吉
松
屋
薬
局
月
田
店

真
庭
市
月
田
六
八
二
七

一

平
成
二
十
九
年
一
月
一
日

－

株
式
会
社
ダ
テ
薬
局
メ
ル
カ
店

玉
野
市
宇
野
一

三
八

一

平
成
二
十
九
年
一
月
一
日

－
－
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
更
新
し
た
。

平
成
二
十
九
年
一
月
六
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
更
新
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

更
新
年
月
日

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
く
じ
ば

笠
岡
市
笠
岡
五
〇
九
九

二

平
成
二
十
九
年
一
月
一
日

－
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。

平
成
二
十
九
年
一
月
六
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
辞
退
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

辞
退
年
月
日

川
上
薬
局
大
高
店

倉
敷
市
東
富
井
九
六
二

六

平
成
二
十
九
年
一
月
一
日

－

株
式
会
社
ダ
テ
薬
局
メ
ル
カ
店

玉
野
市
宇
野
一

三
八

一

平
成
二
十
九
年
一
月
一
日

－
－
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◎
岡
山
県
告
示
第
六
号

岡
山
県
危
険
な
薬
物
か
ら
県
民
の
命
と
く
ら
し
を
守
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
岡
山
県
条
例
第
十
七

。

「

」

。
）

、

、

号

以
下

条
例

と
い
う

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
は

そ
の
効
力
を
失
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
一
月
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

知
事
指
定
薬
物
の
名
称

１

メ
チ
ル
＝
二

［
一

（
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
メ
チ
ル
）

一
Ｈ

イ
ン
ド
ー
ル

三

カ
ル
ボ

－
－

－
－

－
－

キ
サ
ミ
ド
］

三

メ
チ
ル
ブ
タ
ノ
ア
ー
ト
（
通
称
名
Ａ
Ｍ
Ｂ

Ｃ
Ｈ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ａ
、
Ｍ
Ｍ
Ｂ

Ｃ

－
－

－
－

Ｈ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ａ
）
及
び
そ
の
塩
類

２

二

（
四

エ
ト
キ
シ

三
・
五

ジ
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
エ
タ
ン
ア
ミ
ン
（
通
称
名
Ｅ
ｓ

－
－

－
－

ｃ
ａ
ｌ
ｉ
ｎ
ｅ
）
及
び
そ
の
塩
類

３

Ｎ

（
一

フ
ェ
ネ
チ
ル
ピ
ペ
リ
ジ
ン

四

イ
ル
）

Ｎ

フ
ェ
ニ
ル
フ
ラ
ン

二

カ
ル

－
－

－
－

－
－

－
－

ボ
キ
サ
ミ
ド
（
通
称
名
Ｆ
ｕ
ｒ
ａ
ｎ
ｙ
ｌ
ｆ
ｅ
ｎ
ｔ
ａ
ｎ
ｙ
ｌ
、
Ｆ
ｕ

Ｆ
）
及
び
そ
の
塩
類

－

二

指
定
の
失
効
の
理
由

条
例
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
薬
物
に
指
定
さ
れ
た
た
め

三

失
効
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日
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◎
岡
山
県
告
示
第
七
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
九
年
一
月
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ケ
ア
プ
ラ
ン

そ
よ
か
ぜ

２

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
中
原
三
八
五
番
地
一

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
さ
つ
き

２

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
中
原
三
八
五
番
地

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
九
年
一
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
三
〇
二
二
七
九

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護
支
援
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◎
岡
山
県
告
示
第
八
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
事
業
を
認
定
し
た
。

平
成
二
十
九
年
一
月
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

起
業
者
の
名
称

社
会
福
祉
法
人
四
ツ
葉
会

二

事
業
の
種
類

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
、
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
児
童
発
達
支
援
事
業
所

整
備
事
業

三

起
業
地

１

収
用
の
部
分

岡
山
県
倉
敷
市
沖
新
町
地
内

２

使
用
の
部
分

な
し

四

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

１

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
、
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
児
童
発
達
支
援
事
業

所
整
備
事
業
（
以
下
「
本
件
事
業
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
三
条
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
「
社
会

福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
に
よ
る
社
会
福
祉
事
業
」
の
用
に
供
す
る
施
設
を

整
備
す
る
事
業
で
あ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

２

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
の
起
業
者
で
あ
る
社
会
福
祉
法
人
四
ツ
葉
会
は
、
本
件
事
業
に
要
す
る
経
費
に
つ
い

て
財
源
措
置
を
講
じ
て
お
り
、
昭
和
四
十
七
年
に
法
人
を
設
立
し
て
以
来
、
第
一
種
社
会
福
祉
事

業
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
事
業
）
、
第
二
種
社
会
福
祉
事
業
（
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事

業
）
等
の
事
業
を
運
営
し
て
い
る
実
績
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
を
遂
行
す
る
た
め
の
十
分

な
意
思
と
能
力
を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る

と
判
断
さ
れ
る
。

３

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
に
つ
い
て
は
、
倉
敷
市
大
高
地
区
に
小
規
模
多
機

（１）
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
当
該
施
設
を
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

と
児
童
発
達
支
援
事
業
所
の
複
合
施
設
と
し
て
建
設
し
、
運
営
す
る
こ
と
で
、
住
ま
い
、
医
療
、
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介
護
、
介
護
予
防
及
び
生
活
支
援
が
一
体
的
に
提
供
さ
れ
る
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
要
と

な
る
こ
と
か
ら
、
地
域
に
お
け
る
社
会
福
祉
の
増
進
に
相
当
の
寄
与
が
見
込
ま
れ
る
。

ま
た
、
本
件
事
業
計
画
に
お
い
て
は
、
①
交
通
の
利
便
性
が
よ
い
こ
と
、
②
駐
車
場
を
含
め

事
業
に
必
要
な
面
積
が
確
保
で
き
る
こ
と
、
③
事
業
費
が
廉
価
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
複

数
の
候
補
地
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
結
果
、
最
適
と
な
る
案
を
採
用
し
て
い
る
。

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
に
つ
い
て
は
、
本
件
事
業
が
環
境
影
響
評
価
法
（
平

（２）
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
）
等
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
の
対
象
事
業
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
並

び
に
起
業
地
及
び
起
業
地
周
辺
の
土
地
利
用
状
況
か
ら
保
護
の
た
め
特
別
の
処
置
を
講
ず
べ
き

動
植
物
、
文
化
財
等
が
見
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利

益
は
軽
微
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

で
述
べ
た
得
ら
れ
る
利
益
と

で
述
べ
た
失
わ
れ
る
利
益
と
を
比
較
衡
量
し
た
結
果
、
本

（３）

（１）

（２）

件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
が
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
本
件
事
業
は
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

４

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
に
つ
い
て
は
、
地
域
の
住
民
か
ら
そ
の
実
現
に
対
す
る
要
望
が
強
く
、
早
急
に
施
行

さ
れ
る
べ
き
事
業
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
収
用
の
範
囲
は
全
て
本
件
事
業
の
用
に
恒
久

的
に
供
さ
れ
る
範
囲
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
収
用
の
範
囲
に
つ
い
て
も
合
理
的
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と

判
断
さ
れ
る
。

５

結
論

１
か
ら
４
ま
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と

判
断
さ
れ
る
。

以
上
に
よ
り
、
本
件
事
業
に
つ
い
て
、
法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し
た
も
の

で
あ
る
。

五

法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

倉
敷
市
保
健
福
祉
局
保
健
福
祉
推
進
課

平成２９年１月６日　岡山県公報　第１１８５２号



◎
岡
山
県
告
示
第
九
号

港
湾
法（

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号）

第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

次
の

、

と
お
り
港
湾
隣
接
地
域
の
指
定
に
つ
い
て
公
聴
会
を
開
催
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
六
日

笠
岡
港
港
湾
管
理
者

岡

山

県

代
表
者

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
日
時

平
成
2
9
年
１
月
1
8
日
（
水
）

午
後
２
時
か
ら

２
場
所

笠
岡
市
六
番
町
２
－
５

岡
山
県
備
中
県
民
局
井
笠
地
域
事
務
所
別
館
２
階
小
会
議
室

３
予
定
地
域
の
範
囲

笠
岡
港
港
町
地
区
（
延
長

1
2
1
3
.
0
ｍ

方
位

真
北
）

次
の
各
線
と
水
際
線
と
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

１
線

岡
山
県
笠
岡
市
神
島
字
見
崎
山
1
4
4
番
１
の
国
土
地
理
院
三
等
三
角
点
「
神
ノ
崎
」
（
北

緯
3
4
°
2
6
′
5
2
″
4
1
9
8
，
東
経
1
3
3
°
2
8
′
4
7
″
9
3
4
8
）
か
ら
1
1
°
5
6
′
1
6
″
2
0
4
7
.
5
ｍ
の

地
点
よ
り
2
3
1
°
2
0
′
0
2
″
の
方
向
に
水
際
線
ま
で
引
い
た
線

２
線

１
線
の
起
点
か
ら

3
3
9
°
1
4
′
5
7
″

4
2
.
4
ｍ
の
地
点
ま
で
引
い
た
線

３
線

２
線
の
終
点
か
ら

2
3
7
°
3
3
′
1
4
″

1
3
2
.
3
ｍ

〃

４
線

３
線

〃
1
4
8
°
2
0
′
3
9
″

8
4
.
8
ｍ

〃

５
線

４
線

〃
2
3
7
°
3
2
′
4
4
″

3
3
7
.
4
ｍ

〃

６
線

５
線

〃
3
2
8
°
0
9
′
2
6
″

8
4
.
3
ｍ

〃

７
線

６
線

〃
2
3
7
°
3
9
′
2
2
″

5
4
2
.
5
ｍ

〃

８
線

７
線

〃
1
4
7
°
3
9
′
0
7
″

の
方
向
に
水
際
線
ま
で
引
い
た
線
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〔
一
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
一
月
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
九
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
つ
や
ま
城
西
ほ
り
お
こ
し
隊

三

代
表
者
の
氏
名

嶋
田

哲
士

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

津
山
市
小
田
中
一
三
一
二
番
地
一
〇

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は

「
城
西
地
域
の
歴
史
と
文
化
を
尊
重
し
た
ま
ち
づ
く
り
」
を
推
進
す
る
こ
と
を
目

、

的
と
す
る
。

六

変
更
す
る
事
項

役
員
に
関
す
る
事
項
、
会
議
に
関
す
る
事
項
、
そ
の
他
の
事
業
に
関
す
る
事
項
及
び
定
款
の
変
更

に
関
す
る
事
項
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〔
二
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交

通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
一
月
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

測

量

区

域

測

量

の

種

類

終

了

年

月

日

津
山
市
、
新
見
市
、

基
本
測
量
（
電
子
基
準
点
現
地
調

平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日

真
庭
市
、
美
作
市
、

査
）

真
庭
郡
新
庄
村
、
苫

田
郡
鏡
野
町
、
久
米

郡
美
咲
町
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〔
三
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岡
山
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ

た
。

平
成
二
十
九
年
一
月
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

測

量

区

域

測

量

の

種

類

測

量

期

間

岡
山
市
中
区
沢
田
地

水
準
測
量

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日
か
ら
同

内

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
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〔
四
〕
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
二
級
建
築

士
の
免
許
の
取
消
し
を
行
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
一
月
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

免
許
の
取
消
し
を
し
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日

二

免
許
の
取
消
し
を
受
け
た
建
築
士
の
氏
名
、
そ
の
者
の
一
級
建
築
士
、
二
級
建
築
士
又
は
木
造
建

築
士
の
別
及
び
そ
の
者
の
登
録
番
号

尾
髙

由

二
級
建
築
士

第
三
七
四
九
号

敎

三

免
許
の
取
消
し
の
理
由

相
続
人
か
ら
、
当
該
二
級
建
築
士
が
死
亡
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
た
め
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〔
五
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
開

発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
九
年
一
月
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
福
井
字
里
坊
一
七
三

一

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
小
寺
一
九
四
三
メ
ゾ
ン
コ
ス
モ
ス
Ⅱ
Ａ
棟
一
〇
二
号

大
久
保

学

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
八
二
号
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〔
六
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
開

発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
九
年
一
月
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
井
手
字
延
西
三
五
六

一
〇

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
井
尻
野
八
二
二

二
セ
レ
ー
ナ
Ｂ
二
〇
一

－

難
波

達
人

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
二
二
号
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〔
七
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
開

発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
九
年
一
月
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
総
社
字
新
田
後
一
六
二
二

二
六

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

岡
山
市
北
区
西
之
町
三

一
一
六
シ
ャ
ー
メ
ゾ
ン
西
之
町
一
〇
二
号
室

－

坂
本

賢
志

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
五
〇
号
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
一
号

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日
岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
長
に
選
挙
さ
れ
た
者
及
び
委
員

長
職
務
代
理
者
に
指
定
さ
れ
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
六
日

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

藤

原

健

補

職

名

住

所

氏

名

委

員

長

倉
敷
市
浜
ノ
茶
屋
二
丁
目
二
番
三
三
号

藤

原

健

補

岡
山
市
北
区
撫
川
一
〇
一
五
番
地
一
四

平

松

卓

雄

委

員

長

職
務
代
理
者
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